
 資料７  

 

分科会でのグループワークの進め方 

 

今回は分科会ごとに指定したカテゴリー（別紙参照）の設問について協議していただき

ます。以下の点に留意の上、分科会長を中心に進行してください。 

 

 

１．【就学前の子どもの保護者用】【小学生の保護者用】桑名市独自の設問を中心に検討 

  ⇒ 担当カテゴリーのうち、「市・独自」の印がついている設問が対象 

   

 

２．【13～29歳用】の検討 

⇒ 担当カテゴリーの中にある全ての設問が対象 

 

 

３．【共通】設問の表現について 

  ⇒ 分かりにくいものを平易なものに 

 

 

４．終了１５分前を目安に意見を集約 

  ⇒ 終了後に分科会ごとの意見を分科会長より発表していただきます。（発表の時間：

３分～５分）なお、集約した意見は紙ベースでまとめていただき（書き方は任意）、

最後に事務局へご提出ください。 

 

 

 

 

 

 

＜補足＞ 

「市・独自」の印がない設問は、国で定められたもの（量の見込みを算出するもの）と

なりますので、削除はできません。そのため、下記のカテゴリーに属する設問について

は、ほぼ国で定められた項目のみとなるため割愛します。 

◎ 居住地区、子どもの家庭の状況、母親の就労状況、父親の就労状況など 

（就学前の子どもの保護者用の A～D・F・G・I・J／小学生の保護者用の A・B・D・E） 

 

 

 

 

60分のため、1問当たり2分半くらいが目安です。 


